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新型コロナウイルス感染者について 

 

令和４年７月１１日 

公正取引委員会事務総局 

中 部 事 務 所 

 

公正取引委員会事務総局中部事務所職員１名が、新型コロナウイルス感染症

に感染していることが確認されました。当該職員は、７月７日（木）に喉の違和

感の症状があり、９日（土）にＰＣＲ検査を受検したところ、同日に感染が確認

されました。 

 なお、当該職員の最終出勤日は、７月７日（木）であり、それ以降は出勤して

おりません。 

 

概要 

年代：５０代 

性別：男性 

所属：中部事務所 

 

 


